
「うま味」と「豚」のあいだで

ーインドネシア ・「l床の系J事件に｜刻する一考察一

はじめに一事件の経緯と本稿の構成一

「l床の京J事件は2001年初頭、イン

ドネシアで上｜本のl味のぷ株式会社（以

下、｜沫の点主｜：）の引地法人、インドネ

シアl床のぷ.(I）が引き起こした事件であ

るo19981rl:ll月、インドネシアl沫の泌

が｜床の紫の製造過れにおいて、「より

安全な事；~i'11'1をつくるJBM由で、それま

で使用していた以料の一郎を変更した。

その後、 2000年 9) jに「ハラル」ωの

更新の手続きをする際に、インドネシ

アl床の索が豚からtill出された酵素を触

媒として使用していたことがイスラー

ム指導者同体「ウラマ評議会」（ぬから

指摘された。ウ ラマ評議会は12月26日

に、インドネシア昧の索が製造した調

安田明宏

インドネシアで売られているl床の素

（東ジャワ州 ・モジョクルト工場製造）
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味料－はイスラームの教えに反すると判断した。 2001年 1月4日にインドネシア当

局から間社の調味料を3週間以内に回収するように命令が下された。翠5日には

日本人役員を合む4人が消費者保護法逃反で逮捕され、さらに 8Hにはインドネ

シア味の索の社長と副社長までもが迷摘される事態に発展した。東ジャワ州のモ

ジョクノレトにある l1.iH-I：了J~は、 回収命令が下されたときから閉鎖され、国軍も響

成態勢をとった。しかし、 9日にワヒド大統領（当H寺〉が、「ムスリムが口にし
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てもよいと考えているJ と発表し lヘウラマ~＇Ii.議会とインドネシア政府との怠見

の食い迷いが表前i化した。結局、 11日にインドネシア昧の業の関係省－全員が釈放

され、 2Jl19日にウラマ評議会は、事件後に新しく製造された調味料に！却して豚

は一切含まれていないと判断し、ハラルの更新を許可したため、事件は収束に向

かうことになった｛幻。

本和jでは、「うま l床の文化J と「J~を食べる文化」「豚を食べない文化」という

二側面をとりあげて「昧の素J·r-~件を考察する。今まで味の京が受け入れられて

きた理由に、まず日本とインドネシアに共通する「うま味」の文化があげられる

からである。そして、それが受け入れられなくなってしまった理由に、「豚を食

べる」文化をもっ日本と、「豚を食べない」文化をもっインドネシアのイスラー

ムとの朴l逃があげ、られる。日本とインドネシアの「うま味」と「豚」に関する文

化を記述し、この二側面に関する考察を通して、異文化問で起こったこの事件の

仕組みを説明する。考察にあたっては、 E.リーチの「コミュニケーション現象j

を用いた。

1 .「うま味の文化」としての日本とインドネシア

{ 1) 「うま味の文化」

日本とインドネシアは共通した「うま味の文化Jをもっているといえる。

石毛直道はユーラシア大陸の伝統の食事を、西の牧奮をともなう麦類の食事文

化と、東の非牧諮で米を主食とする食事文化の二種類にわけ、東側では「うま味」

が欠かせない理由を説明している［味の素株式会社 1990:21-34、以下は石毛の

記述をまとめたもの］。

石毛によれば、西側の食事文化では、肉をさまざまなスパイスでマスキング

（くさみをおおってしまうこと）する料理法と、脂肪が含まれている肉に、さら

に牧畜からつくられるバターやオリーブ油といった油脂を多用する料理法を発達

させ、そういった文化闘では微妙な「うま味Jはあまり問題とならない。

しかし、東側では、肉はそもそも口にする機会の少ないごちそうであり、動物

性食品の主要なものは魚であったが、それでも十分な震ではないため、タンパク
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'['lを動物性食品から炭取するのではなく、殺物に含まれる純物性タンバク質から

娯JI日する。主！乙矧に比べて、米の含む必須アミノ般のバランスは似れており、米と

l：食とする文化陪｜では、州産物は栄養摂取似と してよりは、人；J1 l：の米を胃袋に送

り込むための食欲問進剤jとしての機能が弔侃されるO そのため!1n~xt と「うま l昧」

のある少はのおかずさえあればよいということになり、肉やf,（~が少ないぶん、 お

いしさの少ない野菜に取l味や「うまl味」を:fil］う必要がある。すなわち、ユーラシ

ア大｜時の東側では、その自然的な条件のため、「うま味の文化Jを形成せざるを

えなかっ たのである。こう いったことから｜｜本とインドネシアは 「うま味の文化」

をもっている、ということができる。また、 LI木とインドネシアの食中．文化は、

ともに「うま味の文化」から切り離して巧－えることはできないといえる。

(2) 日本の食事文化が生んだ味の素

｜味の京は、「うま｜床」の成分のひとつであるグルタ ミン般を附川化したもので＼

1~，（1iのだし汁のうまさがグルタミン酸であることを発見したのは池m菊苗であ

るb。その発見は、 19081rlミ7月25日に 「グルタミン酸塩を主要成分とせる調味料

；製j1!法Jというかたちで特許を取得しているヘ 池田の研究のj点以は、当時一般

に.it!，められていた基本的な｜味としての h「｜＼般、l紙、苦に加えて、「うま味」とH手

ばれる第五のぷ本的な｜床があることをゆjらかにした (8）。まさに、だしのおいしさ

を前例する日本料理という文化的な背対なしには得られない耐｜：究成＊であり、 l味

のぷは円本の食事文化がやみ出した調味料である［I床の索株式会社 1990:39-41］。

また、このことは文化が科学研究や産業に深い関連をもつことをぷすいい例でも

ある［昧の素株式会社 1990:27］。

(3) インドネシアでの味の素

l味の素社は大正時代からインドネシアに向けてi床の素を輸出していた。日本と

インドネシアの「うま味」の文化という共通性、インドネシアに も「うま味Jを

つけ加えるl床の京を］理解できる文化が存在していることを、 l味の点主i：がその時代

から見抜いていたからである｛九 そのため、日本とインドネシアというまったく

別の溺所であったとしても、日本で生まれた昧の索が問題なく受け入れられてき
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た。実際に、イ ンドネシアの人々は、l床の索を多くの料理に幅広く使っている (10)0

しかし、日本とインドネシアには共通の「豚」に関する文化をもっていない。

次に、今まで受け入れられてきたl床の系－が、急、に受け入れられないものに変わっ

てしまった理由であるそれについて考察する。

2.「豚を食べる文化」としての日本と 「豚を食べない文化」としての

インドネシアのイスラーム

{ 1 ) 「豚を食べる文化」をもっ日本と味の素

日本人＝菜食民というイメージがずっと語りつづけられているo しかし、日本

人は古代からずっと肉を食べつづけてきており［山内 1994:199-249］、それと同

時に、肉食のタブーもいわれ続けてきた［山内 1994:253-264］。刻在では一部の

肉に嫌悪感が示されるが（例えば犬や獄jなど）、たいていの肉を日本人は食べるo

スーパーマーケットにでも行けば、簡単に牛肉や豚肉、鶏肉を手に入れることが

できる。

｜床の索の原料となっている成分については、人間の健康が約かされない範囲で

味の素社が自由に選択しているo 日本は「豚を食べる文化」をもっているので、

豚の成分がl床の索の原料に使われたとしても何ら間越はない。（豚が何らかの人

体に影響を及ぼす危険な成分をもっており、それが味の素に《まれているなら別

である。〉すなわち、味の索の原料として豚から抽出された酵素が触媒として使

われていても使われていなくても、日本人は｜味の索を使用することができるので

ある。

(2) 「豚を食べない文化Jをもっインドネシアのイスラームと味の素

インドネシアは人口の約90%がムスリムとされる世界最大のイスラ ーム教国で

ある。

インドネシアでは、イスラームの戒律がアラブ地域などのそれと比べて緩いと

いわれている。例えば、酒の席に同席しても不快感を表さない者もいれば、実際

に酒を飲む者もいるO また、来平年があればムスリムにとって欠かすことのできな
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l ）ー 11五度の礼停を取りやめる人さえいる (11)0 その理由として、インドネシアに

はイスラ ー ムだけでなく 、 r:k村社会に）~づいた：1-.着の宗教やヒンドゥー教、仏教

やキリス ト教などが複雑に絡み合ったシンクレテイズムの存在があげられる｛ヘ

しかし、インドネシアのムスリムが豚を食べるということはまずない。その理巾

は、『コーランJに「豚を食べてはならなしリと明記されていることに収飲され

ザ (13)
1.;) 0 

イスラ ームのj氏律が緩いとされるインドネシアでは豚の妹恐が強いので、その

嫌；Wをぶすことが彼らがムスリムであることをボしているとも考えられる。それ

ゆえ、豚を口にしてしまうことはムスリムとしてのアイデンティティの崩壊につ

ながりかねな いのである。また、 JJ~を食べる人々は「異教徒」として仇！えられる

ため tH）、ムスリムはそうい った人々の存在を認識することで、自分たちがムスリ

ムであることを倣認する。さらに、j隊を食べることはイスラームが到来する前の

状態に｜叶帰してしまうことを指し、ムスリムにとって、故終的にイスラームに川

依するという~えJSからすれば、 それはあってはならないことであるo

インドネシアにおいて、l床の素が川辺とされる事件を考後するうえで、重要な点

は、｜沫の索に豚から柑11-Bされた酵素が「触媒Jとして使われたことである。「触

媒Jということは、豚の成分を含む酵系・が製造過程で昧の京に「触れた」だけに

すぎなし1。つまり、製品1;1体には｛｜ぎの成分はまったく含まれていないのである。

しかしながら、｜味の素にjほの成分が人っていると判断された。

これは、J.フレーザーがいう「感染呪術j とよく似ているの%引術師は、一

位以：触していたものは、離れたあとも一方から仙ノJに作用しつづけると考えるO

これとl1!Jじようにムスリムは豚の成分を含む酵素が昧の京に触れたせいで、豚が

｜床の系－からl紺；れたあとも、 JJ家が昧の系－に付着していると考えた。いったん豚の成

分を~む酵素に感染してしまったl床の索から豚は消えることはない。そして、 そ

のイ、J析していると怨定される豚が、今度は『コーランJに明記されている「豚を

食べてはならなし1」という教えに対する脅威となる。すなわち、イ ンドネ シアの

ムスリムにとって、 l床のぷを口にすることは豚を口にすることと同じであり、こ

れは先にみたようにムス リムとしてのアイデンティティの崩壊の危険性を卒む行

為なのである。
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実際に問題となった昧の素には、豚の成分は一切含まれていなかったが、イン

ドネシアのムスリムはその中に豚の成分が含まれていると考えた。そして、 rコー
ラン』の教えでは豚を食べることを禁止されているので、必然的にインドネシア

のイスラ ームではI床の索は受け入れられないものになってしまったのである。

3. 考察－E.リーチの 「コミ ュニケーション現象」を用いて一

( 1 ) 「うま味の文化」の考察

これまでとりあげてきた二側面を呉体的に説明するために、 リーチの「コミュ

ニケーション現象」t附を用いた考察を行う。

日本の食事文化と、「うま味Jは切っても切れない関係にあり、「うま味の文化」

は日本の食事文化の向然的指棋になっているといえる。 i味の索が生まれる前は、

「うま味」は内然、物（昆布や鰹節など）から抽出されていたが、 I床の索社が化学

的にt1Blllすることに成功した｛へ それまで「うまl床Jと「化学Jはまったく別の

脈絡に存在するものと考えられていたことが、味の索社によって、化学的製品と

しての昧の索と「うま味Jが隠H命的に結び付けられたのである。現在では、 l味の

話会でうまみがつけ加えることができるという認識が浸透しているので、その関係

は換日命的になっている。さらに、味の索ならではの「うま味」と考えるならば、

その関係は向然的である。

ところかわって、インドネシアという別の脈絡に移れば、その味の－素と 「うま

l床の文化」との隠II命的関係は単なる襟識にしかすぎない。しかし、インドネシア

にも「うまl床の文化」があるため、その｜怒鳴的関係をそのままもち込むことがで

きたのである。事件が起きるまでは、この隠H像的関係がうまく維持されてきたと

いえる。

(2) 「豚を食べる文化」 「豚を食べない文化Jの考察

原料を替えた時点で、 tで述べた隠II食的関係に変化が生じたことになる。

そもそも、豚から抽出された酵素と事件が起きる前の｜床の索は、両者ともまっ

たく別の脈絡上に存在し、関係をもたない。しかし、それが触媒として使われた
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ならば、｜床の索と「1木の「)J家を食べる文化」は、豚という｜尚一の脈絡l什で換II命的

｜刈係として限解される。

インドネシアという別の脈絡になれば、豚から抽出された酵素が触媒として使

われた｜味の系－と、日本の「）］家を食べる文化」との換H命的関係は、今jぷはインドネ

シアのイスラー ムがもっ「豚を食べなし＇ J文化によってその怠｜床がかわるO イン

ドネシアのイスラ ームにおいて、l床のぷに豚から抽出された両手：来二が触媒として使

われたことがわかると、『コ ーラン』の教えという強い命令により 、その！床の索

と j琢の関係は非常に強い u然的関係になるo すなわち、 JJ~ と l床の京が｜司－－1flされ、

切り離すことができなくなるo 結呆、インドネシアのイスラ ームの「豚を食べな

い文化」とその昧の索は、本来なら関係をもってはならないはずだが、強悶な「｜

然的｜剥係をもつものとして理解されたのである。

(3) ニ側面からの 「味の素J事件の考察

l床の索はト｜本で~.l：.まれたわけだが、それがインドネシアというま ったく 別の場

所で受け入れられるかどうかは実はわからなし、しかし、日本とインドネシアに

は共通する「うま味」の文化があるため、日本で使用されたようにインドネシア

でもうま味をつけ加えるのに便利なl床の系が受け入れられてきた。すなわち、日

木とインドネシアには、ともに味の紫と「うま味」との隠II命的関係を狸解する

「うまl味の文化jが存在していたといえる。

事件の前まではこれでよかったのだが、原料を替えた時点で、｜味の索は今まで

製造されてきたそれとは意味のちがう製品になったのである。「より安全な製品

をつくる」という時由で、その替えられた原料には豚から抽出された酵素が使用

されることになった。日本では、昧の索に豚から抽出された酵素が触媒として使

われたとしても問題にならなし、。「j琢を食べるj文化が日本には存伝し、その中

では、豚からt1l1LL¥された階索が使われた｜床の索は換II命的記弓－として捉えられるか

らである。しかし、原料を替えられた味の素がインドネシアという別の場所で受

けいれられるかどうかは、今までのl床の素の受け入れられ方とは迷うはずである。

原料を替えたとき に、 場所をかえたときの受け入れられ方が「再度」検討されな

ければならないのだが、まさにインドネシアのイスラームの中では、今までの｜床
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の紫とはまったく追うものとして認識されたのである。インドネシアのイスラ ー

ムには「豚を食べない文化Jが存在し、そのljJでは、 j琢から抽出された酵素が触

媒として使われた味の索は、上ですでに述べたようにたとえ豚から拙111された酵

素が触媒として使われただけでも、豚に対する表裏一体の向然的指標となるので

ある。そのため、インドネシアのムスリムにとって、口にしてはならないものに

なってしまい、『コーランJの教えに反するおそれから反発が起きたのである問。

おわりに

「l床の索J事件は、インドネシアのムスリムは豚を食べないために、！隊から抽

出された酵素が触媒として使われた味のぷを受け入れることができなかったこと

が原因で起こった事件であると、表面的にみれば簡単に結論づけることはできる。

しかし、実際は複雑なプロセスを踏んで起こったのである。

リーチは、事象間の「どこで『誤認Jが生じているのかを正確にたどろうとす

るなら、われわれは辿惣の紫がりを非常に註怠深く II今味する必袋があり」［Leac

h （青木） 1976(1981): 31 (67) J、「複雑に絡みあった仮定（あるギ象）の大部分は、

もしそれらの根拠をいちいち説明しようとするなら大変な難儀の末にやっと証明

できるような性質のものである」（括弧内筆者） [Leach （青木） 1976 

(1981) :32(69）］としている。

今回とりあげた二側面を注意深くみることによって、向文化で通用することが、

異文化では通用するかどうかはわからないという、一見単純だが実は複雑な仕組

みが明確になったように思う。

【註】

(1) インドネシア味の京は1970年6月からジャワ東部のモジョクルトで操業を開始しているo

インドネシアl床の素が製造した製品は、白木で製造されたものではないが、本稿ではl床

の索は日本の製品であることを前提とするoすなわち、インドネシア昧の素が製造した

物は味の索社が製造したものと同列に考えるo
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(2) 「ハラルjは、ムスリムが口にしてはいけない食べ物を指す。

また、「ハラム」はムスリムがIJにできる食べ物を指す ［回畑

2001]。なお、 fハラ jレJマークは厳密には食べ物だけについて

いるのではなく、筆者がインドネシアで見聞きした中では、歯

磨き粉、芥水などにもついていた。

(3）食品などが「ハラル」であるかどうかを認定する機関で、

1992年にその地似を得た。スハルト政権下では、ウラマ評議会

は政府の俄偏にすぎなかったが、ワヒド（註4を参！！日）政権下

で政治的な力をつけてきた [III~In 2 00 1 ］。

ハラルマークの－{rlj

(4) ワヒドはインドネシア!:H4代大統制。ワヒドの発常により、事件の政治色がさらに強

くなった。

(5）結局、事件のよ＇Hllはlリjらかになっていない。

(6) グルタミンソーダの製治法の発明は池田にとって巧門外であり、その端緒は、彼の妥

がだし用昆布を＇.Ciってきたときに、それをみて、「色素や香料は化学工業で数多く製造さ

れているが、 l味覚に訴える製品はサッカリンのようなあやしげな廿味料を除いてはほと

んどなし＇ o 昆布のうま味成分の研究はこの欠点を補うだろう」と考えたことにある〔｜味

の業株式会社 1990:40］。

(7) 池田の発見のあと、小玉新太郎がカツオ節のうま｜床はイノシン般に原因をもつことを、

国rjJ明がシイタケのうま味成分はグアニル酸であることを発見した ［味の素株式会社 19

90:26］。

(8) ドイツの心理午：.(t.H.へニングが、「付 ・酸・麟 ・苦を味の 4原l味とし、これらを頂点

とする正四而体＂＇の 一点としてすべての食物の昧を表すことができるJという味の正四

面体説をII日えたのは、池旧のうま味の発見から 8年後の1916年であり、 うま味はしばら

くJf,[I床として一般に認知されるに至らなかった。ようやく最近十数年の味覚生理学、味

覚心理学の研究によってうま味を原｜味のひとつに加え、 「l床の 5原l床説」が認知されてき

ている［味の索株式会社 1990:39]0

(9) I床の紫祉は、所得が比較的少ない消費者の購買力を考艇して、小袋（0.7g、1.7g、

4 gといったー1111に使う分量）での販売を行ってきた［味の素株式会社 1990:444-446〕。

インドネシアに昧の素が広まったのは、味の系a社の企業としての努力に負うところも大

き~＇。

(lO) インドネシア料Jillの例として、青木 2001:222、前川 1993:97-102、斎藤 2001:167な

ど。筆者もインドネシアでのフィールドワーク中に、多くの屋台や食堂で！味の紫あるい

はその類似品が使われているのをよく見かけた。

(lD インドネシアのムスリムがイスラームの戒律に甘い例として、背木 2001:200-201、車

野 2001、深田 2001、長岡 2001、朝日新聞 2001.1. 9.朝刊など。また、豚を食べたこ
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とがあるイスラーム教徒の例として、大塚 1975:17、インドネシア人が豚を食べても矯

くに値しないという記述として、ベイ 1975:78なと・。ただ、これらは非常に特殊な例で

ある。

(12) インドネシアのイスラームに関しては、ベイ 1975、レッグ 1984、綾部 ・石：JI:1995、

宮崎 ・111F・伊j隙 1993、石井 1991、などを参！！日。インドネシアのイスラームの位置づ

けは、ギアーツ 1973を参照。

(13) 『コーラン』の111には数ヶ所にわたって、豚を食べてはいけないことが明記されている。

例えば、「汝らが食べてはならぬものは、死獣の肉、血、豚肉、それからアッラーならぬ

（邪神）に搾げられたもの、絞め殺された動物、打ち殺された動物、墜洛死した動物、角

で突き殺された動物、また他の秘獣の吸ったもの一一（この種のものでも）汝らが自ら

下を下して最後の止めをさしたものはよろしい一一 それに偶像判！の石国で陪られたものo

それからまた賂欠を使って（肉を）分配することも許されぬ。これはまことに罪深い行

いであるぞ。」（食卓メディナ啓示 4［井筒 1957（上）: 144］、下線筆者〉豚が嫌必の対

象になる忠由を M.ダグラスや M.ハリスなどが考築しているが、どれも決定的な説明

ではない。

(14) 例えば、パリ島には！豚を食べるヒンドゥー教徒が大勢いるo

（！日 石井 ・晦悼他 1994、山下・船具 1997などを参照。

(16) Leach （青木） 1976( 1981)に出てくる月］語を使用するが、本稿では用語の説明はすべ

て省略ロまた、リーチの「コミュニケーション現象」を端的に説明したものとして、青

木 19952001を参照。

(l甘 味の索が開発、製造された当H寺は、日本は日清 ・日露戦争を縦て重工業化の真っ只ヰl

であり、近代化を達成するために、西欧の技術から思想まで貧欲に吸収していた時期で

もある。白然から化学というプロセスは、まさに円本の近代化の途上と一致する。この

とき、味の索は近代化という目標を達成したひとつの象徴になっていたと考えることが

できる。

日目 豚が日本ではl床の素に対する換H命的記けであったが、インドネシアでは自然的指標に

なった。このプロセスは、リーチが「邪術とa術の理論J[Leach （青木） 1976(1981) :2 

9-32(61-70）］でとりあげた呪術師の例とよく似ている。この中で、呪術師は犠牲者の髪

の毛を｜穏愉的象徴から換II依的記号、自然的指標として扱って誤認しているo 「味の紫J事

件の中で起こった誤認は、実は月I~術師がする誤認と同じような仕組みになっているo
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